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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
‐　ポリ（３－ヒドロキシブチレート）ホモポリマーの含有量は５質量％未満である、１
以上のヒドロキシアルカノエートコポリマーを含む少なくとも２５質量％のポリヒドロキ
シアルカノエート成分（Ｉ）；
‐　ブロックコポリマーであり、５６ショアーＤ未満の硬度（ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０によ
り測定）を有する熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）、並びに該熱可塑性ポリウレタン（Ｉ
Ｉａ）と、０．２５ｇ／１０分を超えるメルトフローインデックス（ＡＳＴＭ　Ｄ１２３
８、１７５℃／２．１６ｋｇ）、及び／又は１５０℃未満のガラス転移温度Ｔｇを有する
アクリルポリマー（ＩＩｂ）との混合物から選択される熱可塑性ポリマーであって、
　前記アクリルポリマー（ＩＩｂ）が、ブタジエンベース及び／又はアクリルベースゴム
であり、架橋したコアを含むアクリルブロックコポリマー（ＩＩｂ１）、又はグリシジル
及び／又はマレイン基を含むアクリルターポリマー（ＩＩｂ２）、又はこれらの混合物で
あり、５質量％以下の生分解性ポリマー（ＡＳＴＭ　Ｄ６４００）を含む、非ポリヒドロ
キシアルカノエート成分（ＩＩ）としての５～４０質量％の１以上の熱可塑性ポリマー；
‐　０～４０質量％の１以上の充填剤（ＩＩＩ）；
‐　０～２０質量％の１以上の可塑剤（ＩＶ）；及び
‐　０～１０質量％の１以上の添加剤（Ｖ）を含むポリヒドロキシアルカノエート組成物
であって、
　成分（Ｉ）及び（ＩＩ）は共に組成物の少なくとも４０質量％を構成し、組成物の質量
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％は、組成物の成分（Ｉ）～（Ｖ）の全質量に基づいて計算され、合計で１００質量％に
なる、３％を超える破断伸び（ＡＳＴＭ　Ｄ６３８）、１８ｋＪ／ｍ２を超える耐衝撃性
（シャルピー試験、ＩＳＯ１７９、１ｅＵ、２３℃、ノッチなし）、及び少なくとも９５
０ＭＰａの曲げ弾性率（ＡＳＴＭ　Ｄ７９０）を有する、ポリヒドロキシアルカノエート
組成物。
【請求項２】
　前記ポリヒドロキシアルカノエート成分（Ｉ）が、１以上の３－ヒドロキシアルカノエ
ートのコポリマーを含む、請求項１に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項３】
　前記ポリヒドロキシアルカノエート成分（Ｉ）が、３－ヒドロキシブチレートと４を超
える炭素原子を有する３－ヒドロキシアルカノエートとの１以上のコポリマー；及び／又
は、３－ヒドロキシブチレートと４以上の炭素原子を有する４－ヒドロキシアルカノエー
トとの１以上のコポリマー；及び／又は、３－ヒドロキシブチレートと２以上のヒドロキ
シアルカノエートとのターポリマーを含み、好ましくは３－ヒドロキブチレートと４－ヒ
ドロキブチレートとのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－４ＨＢ）、３－ヒドロキブチレート
と３－ヒドロキシバレレートとのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＶ）、３－ヒドロキ
ブチレートと３－ヒドロキシヘキサノエートとのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＨ）
、又は３－ヒドロキシブチレートと３－ヒドロキシオクタノエートとのコポリマーｐ（３
ＨＢ－ｃｏ－３ＨＯ）を含む、請求項１に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項４】
　成分（ＩＩ）が、
前記熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）、及び
前記アクリルポリマー（ＩＩｂ）の混合物である、請求項１～３のいずれか一項に記載の
ポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項５】
　前記熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）が、ブロックコポリマーであり、好ましくは１８
０℃未満の融点（ＡＳＴＭ３４１８により測定）、及び／又は４０℃未満のガラス転移温
度Ｔｇ（ＩＳＯ　１１３５７により測定）を有するブロックコポリマーである、請求項４
に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項６】
　前記熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）が、２以上のイソシアネート基を有する芳香族イ
ソシアネート、好ましくは４，４’－メチレンジフェニルジイソシアネート（ＭＤＩ）と
反応させた飽和ポリエステル、好ましくはアジピン酸に基づく、請求項５に記載のポリヒ
ドロキシアルカノエート組成物。
【請求項７】
　前記アクリルポリマー（ＩＩｂ）が、架橋ブタジエンアクリロニトリルエラストマー、
及び／又は架橋アクリレートターポリマーである、請求項１～６のいずれか一項に記載の
ポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項８】
　前記アクリルポリマー（ＩＩｂ）が、架橋スチレン－アクリレートエラストマーである
、請求項１～６のいずれか一項に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項９】
　前記アクリルポリマー（ＩＩｂ）が、エチレン、アルキルアクリレート又はメタクリレ
ート、及びグリシジルメタクリレート又はグリシジルアクリレートのターポリマーである
、請求項１～６のいずれか一項に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項１０】
　熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）とアクリルポリマー（ＩＩｂ）との組み合わせが、３
：１～１：３、好ましくは２：１～１：２の相対質量の量で用いられる、請求項１～９の
いずれか一項に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項１１】



(3) JP 5956614 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

　前記成分（ＩＩ）又は成分（ＩＩ）の組み合わせが、１０～３５質量％の量で用いられ
る、請求項１～１０のいずれか一項に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物。
【請求項１２】
　成分（ＩＩＩ）が、無機充填剤、合成充填剤、又はこれらの混合物から選択され、好ま
しくは、タルク、炭酸塩、ケイ酸塩（より好ましくはクレー及びゼオライト）、及び／又
は金属酸化物（より好ましくは、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム）から選択さ
れる無機充填剤である、請求項１～１１のいずれか一項に記載のポリヒドロキシアルカノ
エート組成物。
【請求項１３】
　成分（ＩＶ）が、エポキシ化オイル、好ましくは植物油のエポキシ化オイル、より好ま
しくはエポキシ化大豆油である、請求項１～１２のいずれか一項に記載のポリヒドロキシ
アルカノエート組成物。
【請求項１４】
　成分（Ｖ）が、抗酸化剤、抗加水分解剤、ＵＶ安定剤、顔料、及び表面修飾剤を含む添
加剤の群の１以上から選択される、請求項１～１３のいずれか一項に記載のポリヒドロキ
シアルカノエート組成物。
【請求項１５】
　２０質量％、好ましくは４０質量％を超える非化石燃料炭素を含むものとしてラベルさ
れる耐久性物品を製造するための、請求項１～１４のいずれか一項に記載の組成物の使用
。
【請求項１６】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載のポリヒドロキシアルカノエート組成物から製造
された物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐久性ポリヒドロキシアルカノエート組成物に関する。より詳細には、本発
明は、生分解性且つ再生可能なバイオプラスチックであるポリヒドロキシアルカノエート
ポリマーに基づき、且つ、ポリプロピレン系組成物と同様に、種々の形態、例えば成形品
、フィルム、繊維、及び不織布等に溶融加工可能なポリマー組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　芳香族ポリエステルがほぼ完全に微生物の攻撃に対して耐性があるのに対し、多くの脂
肪族ポリエステルは、それらの潜在的に加水分解可能なエステル結合により、生分解性で
ある。ポリヒドロキシアルカノエート又はＰＨＡは、糖又は脂質の細菌発酵により天然に
おいて生成される直鎖ポリエステルであり、そのため再生可能なバイオプラスチックとみ
なされている。これらのバイオプラスチックは、細菌により生成され、炭素とエネルギー
を保存する。１５０を超える様々なモノマーがこの分類（ファミリー）中に組み込まれ、
大きく異なる特性の材料をもたらす。これらのポリマーは生分解性である。ポリ（３－ヒ
ドロキシブチレート）又はＰ（３ＨＢ）は、ＰＨＡのカテゴリーのうち、最もよく知られ
、最もよく使用されている材料である。これは、１９２５年にＬｅｍｏｇｎｉｅにより、
細菌Ａｌｃａｌｉｇｅｎｉｓ　ｅｕｔｅｒｏｐｈｕｓにおいて、最適な条件下でＰ（３Ｈ
Ｂ）の８０％以上の乾燥重量で発見された。短側鎖を有するＰＨＡ、例えばポリヒドロキ
シブチレート（ＰＨＢ）、３－ヒドロキシ酪酸単位のホモポリマー、は結晶性熱可塑性プ
ラスチックであり、長側鎖を有するＰＨＡは、よりエラストマー性である。３－ヒドロキ
シ酪酸単位及びＣ５～Ｃ１６のより長い側鎖単位の両方を含む微生物起源のＰＨＡも公知
である。３－ヒドロキシ酪酸と、１又は複数の５から１６の炭素原子を含む長側鎖ヒドロ
キシ酸単位とのコポリマーを生成する多くの細菌が同定されている。具体的なの２つの成
分のコポリマーの公知例としては、ＰＨＢ－ｃｏ－３－ヒドロキシヘキサノエートが挙げ
られる。他の生分解性ポリマーとしては、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリカプロラクトン（Ｐ
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ＣＬ）、ポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）、ポリ無水物、ポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ）、多くの澱粉誘導体、並びに酢酸セルロース及びニトロセルロースのようなセルロ
ースエステル並びにそれらの誘導体（セルロイド）が挙げられる。本願において、ＰＬＡ
は乳酸又はラクチドから化学的に製造され、ＰＣＬは化石燃料から開始して製造されるの
で、ＰＬＡ及びＰＣＬはＰＨＡとはみなさない。ＰＨＡは、完全にたい肥にできるとみな
され、すなわち、これらは通常のたい肥条件で生分解する。これらの生分解性ポリマーは
、典型的には、消耗品に使用される。
【０００３】
　特許文献１には、例えば、ポリ（ヒドロキシブチレート）（ＰＨＢ）により定義される
生分解性ポリマー又はそのコポリマーと、その構造を改変するための、少なくとも１つの
他の生分解性ポリマー、例えばポリカプロラクトン（ＰＣＬ）及びポリ乳酸（ＰＬＡ）か
ら調製されるポリマー組成物に言及している。この組成物は、環境分解性材料を調製する
目的で、さらに少なくとも１つの天然フィラー及び天然繊維、並びに、場合により核剤、
熱安定剤、加工助剤のタイプの添加剤を含む。
【０００４】
　特許文献２には、ＰＨＢ、再生可能な資源から得られる可塑剤、核剤添加剤、流動助剤
添加剤、及び熱安定剤添加剤を含む、生分解性物品及びフィルムを製造するための生分解
性ポリマー組成物が記載されている。
【０００５】
　特許文献３及び４の両方は、生分解性であり、フィルム、繊維、及び不織布等の様々な
形態に溶融加工可能なポリマー組成物に関する。この組成物は、生分解性ポリマーの相溶
性又は半相溶性のブレンドを含み、且つ、物理的及び熱機械的完全性を有する。好ましい
ポリマー組成物から形成されるフィルムは、使い捨ての吸収性物品のバックシートとして
の使用に好適である。好ましい実施形態において、ポリマー組成物は、ポリヒドロキシア
ルカノエートと、脂肪族ポリエステル系ポリウレタン、ポリ乳酸、ポリカプロラクトン、
又はこれらのポリマーの２以上の混合物から選択される少なくとも１つの他の生分解性ポ
リマーとを含む。
【０００６】
　ＰＬＡ及び／又は澱粉若しくは同様の生分解性ポリマーをさらに含む生分解性組成物は
、特に消耗品の製造のために使用されてきた。一方、ＰＨＡはまた、化石燃料又は石油化
学系ポリマーの代替として、非消耗品又は耐久性物品にも用いられてきた。再生可能な資
源から製造され、そのため再生可能な資源から製造されたとラベルされたそうした応用品
は、高く評価されている。非消耗品及び／又は耐久性物品のための生分解性は、そのため
不利な点を有する。耐久性物品にとって、ＰＬＡ及び澱粉の様な分解性を高める成分の存
在は、明らかに望まれない。主に本来は結晶性であるＰＬＡもまた、その熱安定性の欠如
及び比較的低い加工性のために望まれない。
【０００７】
　特許文献５は、（Ａ）コアシェルエラストマー化合物、及び（Ｂ）エポキシ官能性を有
するエチレン性モノマーを含むオレフィンコポリマーをさらに含む、ＰＨＡ組成物に関す
る。そうした組成物は、特に寒冷条件下で、優れた衝撃特性を示す。この発明はまた、そ
うした組成物を製造する方法に関し、また、そうした組成物から製造された部品に関する
。成分（Ｂ）は、例えば、Ｌｏｔａｄｅｒ（登録商標）ＡＸ　８９００（実施例を参照）
、アクリル系ターポリマーであり得る。一方、この組成物はＰＬＡに基づいており、その
ため、通常のプラスチックの理想的な代替ではない。
【０００８】
　特許文献６にはまた、脂肪族ポリエステル系生分解性ポリマーと、コア層としてのアク
リルゴム及びシェル層としてのビニルモノマー由来ポリマーを含むコアシェルタイプのコ
ポリマーとを含む樹脂組成物が記載されている。この生分解性ポリマーはＰＨＡであり得
る。このアクリルゴムは、芳香族ビニルモノマーを含んでもよいアルキルアクリレートコ
ポリマーを含む。この組成物は、実施例において、いくつかのＰＨＡ及びコア層としてア
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クリルゴムを含みシェル層としてビニルモノマー由来ポリマーを含むコアシェルグラフト
コポリマー（Ｋａｎｅ　Ａｃｅ　Ｍ－４００、カネカ製）と共に例示されている。このコ
ポリマーは機械的特性のいくらかを向上させるが、さらに改良の余地がある。
【０００９】
　特許文献７には、生分解性ポリエステル及び可塑化できる量の特定の可塑剤を含むポリ
エステル組成物が記載されている。
【００１０】
　ポリヒドロキシブチレート（Ｐ３ＨＢ）が、ポリプロピレン（ＰＰ）とほぼ同等の特性
を有することは知られているが、これはＰＰよりも結晶質であり、また典型的にはより低
い引張強度及びより低い破断伸びを有する。そのため、ポリヒドロキシブチレートを消費
者物品に溶融加工するのはそれほど容易ではなく、そうして製造された物品はより壊れや
すい。一方、バイオプラスチック及びこれに基づく組成物の高まる要求が存在する。
【００１１】
　Ｖｉｎｃｏｔｔｅは、生分解性製品を認定することを専門とする組織である。消費者の
間で高まった環境に対する意識の結果、再生可能な原材料に基づく製品のための市場は拡
大している。この一部の消費者の環境への意識的な動機は、原材料の再生可能性の、独立
した高い品質の保証が必要であることの明確な理由である。そのため、Ｖｉｎｃｏｔｔｅ
は、単一の４つ星の「ＯＫ　ｂｉｏｂａｓｅｄ」システムを提案し、これはラベルが付さ
れた製品中の再生可能な材料の含有量の情報を提供している。
【００１２】
　多くの会社が、２０質量％を超える非化石燃料炭素（１つ星の「ＯＫ　ｂｉｏｂａｓｅ
ｄ」）、好ましくは４０質量％を超える非化石燃料炭素の（２つ星の「ＯＫ　ｂｉｏｂａ
ｓｅｄ」）を含む組成物の調製を試みており、これは携帯電話の部品等の耐久性の大量生
産される物品のための、通常のＰＰベースの組成物に代替できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１８２３５号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／０３０１１２号
【特許文献３】欧州特許出願公開第０７８１３０９号
【特許文献４】加国特許出願公開第２２３１５６８号
【特許文献５】国際公開第２０１１／００７０９２号
【特許文献６】欧州特許出願公開第１８２６２４１号
【特許文献７】欧州特許出願公開第０７０１５８６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　重要なことに、そうした組成物は良好な熱及び機械特性を有すべきである。例えば、３
％を超える、好ましくは３．５％を超える、さらに好ましくは４％を超える破断伸び（Ａ
ＳＴＭ　Ｄ６３８）、１８ｋＪ／ｍ２を超える耐衝撃性（ＩＳＯ１７９、１ｅＵ、２３℃
、ノッチなし）、及び９５０ＭＰａを超える、好ましくは１０００ＭＰａを超える、より
好ましくは１５００ＭＰａを超える曲げ弾性率（ＡＳＴＭ　Ｄ７９０）を有すべきである
。そうした熱及び機械特性は、耐久性物品の製造のために重要であり、また、これらの耐
久性物品の特性のために重要である。
【００１５】
　残念なことに、製造者及びエンドユーザーの両方の要求を満たすことができる、２０質
量%を超える非化石燃料炭素を含む組成物は、今のところ見出されていない。そのため、
そうした用途において、ＰＰの代替として用いることができる組成物の見出すことは興味
深い。
【００１６】
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　さらに、向上した加工性を有する組成物を見出すことにも関心がもたれる。例えば、一
般的なＰＰ組成物は２６ｇ／１０分のメルトフローインデックス（ＭＦＩ、ＡＳＴＭ　Ｄ
１２３８、２３０℃／２．１６ｋｇにおいて）を有し得る。同様のＭＦＩをより低い温度
で達成することは、より温和な射出成型条件を可能にし、そのため組成物の加工の間にあ
る程度の省エネルギーを可能にする。最後に、より良好な審美的特性（光沢）、良好な印
刷、塗装、又は被膜される特性（ポリプロピレンは特別な処理が必要である）、及び良好
なＵＶ安定性を示す組成物を見出すことにも興味が持たれる。そうした組成物は未だ見つ
かっていない。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、特許請求の範囲の請求項１に記載された組成物を提供する。具体的には、本
発明は、３％を超える破断伸び（ＡＳＴＭ　Ｄ６３８）、１８ｋＪ／ｍ２を超える耐衝撃
性（シャルピー試験、ＩＳＯ１７９、１ｅＵ、２３℃、ノッチなし）、及び少なくとも９
５０ＭＰａの曲げ弾性率を有するポリヒドロキシアルカノエート組成物であって、
‐　１以上のヒドロキシアルカノエートコポリマーを含む、少なくとも２５質量％のポリ
ヒドロキシアルカノエート成分（Ｉ）（ここで、ポリ（３－ヒドロキシブチレート）ホモ
ポリマーの含有量は５質量％未満である）；
‐　ブロックコポリマーであり、５６ショアーＤ未満の硬度（ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０によ
り測定）を有する熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）、並びに該熱可塑性ポリウレタン（Ｉ
Ｉａ）と、０．２５ｇ／１０分を超えるメルトフローインデックス（ＡＳＴＭ　Ｄ１２３
８、１７５℃／２．１６ｋｇ）、及び／又は１５０℃未満のガラス転移温度Ｔｇを有する
アクリルポリマー（ＩＩｂ）との混合物から選択される熱可塑性ポリマーであって、
　前記アクリルポリマー（ＩＩｂ）が、ブタジエンベース及び／又はアクリルベースゴム
であり、架橋したコアを含むアクリルブロックコポリマー（ＩＩｂ１）、又はグリシジル
及び／又はマレイン基を含むアクリルターポリマー（ＩＩｂ２）、又はこれらの混合物で
あり、５質量％以下の生分解性ポリマー（ＡＳＴＭ　Ｄ６４００）を含む、非ポリヒドロ
キシアルカノエート成分（ＩＩ）としての５～４０質量％の１以上の熱可塑性ポリマー；
‐　０～４０質量％の１以上の充填剤（ＩＩＩ）；
‐　０～２０質量％の１以上の可塑剤（ＩＶ）；及び
‐　０～１０質量％の１以上の添加剤（Ｖ）を含み、
　ここで、成分（Ｉ）及び（ＩＩ）は一緒になって組成物の少なくとも４０質量％を構成
し、組成物の質量％は、組成物の成分（Ｉ）～（Ｖ）の全質量に基づいて計算され、合計
で１００質量％になる。より具体的には、本発明の組成物は、主なＰＨＡ成分（Ｉ）とし
て３ＨＢコポリマーを含む。そのため、本発明は、３ＨＢホモポリマー、Ｐ（３ＨＢ）を
含むことができるが、しかしながら、ＰＨＡ組成物の最大で５質量％までで含む。加えて
、本発明は、ＰＨＡ組成物中の成分（ＩＩ）として、５質量％以下のＰＬＡ又は他の生分
解性ポリマーを含み得る。本発明の組成物はさらに、アクリレートポリマー及び／又は熱
可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）を含む。さらに、この組成物は、可塑剤及び／又は充填剤
として、エポキシ化植物油（好ましくは、エポキシ化大豆油）を含み得る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　ポリヒドロキシアルカノエートは公知である。Ｐ（３ＨＢ）は、この種類のバイオベー
スポリエステルの最も一般的な典型的な例である。しかしながら、このホモポリマーの機
械的及び熱的安定性は、不十分であることが分っている。一方、ヒドロキシアルカノエー
トの（１以上の異なるヒドロキシアルカノエートとの）コポリマーの使用が、組成物が所
望の機械的及び熱的特性（ポリプロピレンベースの組成物のこれらの特性のほぼ同等又は
それらを超える特性）を有することを可能にすることが見いだされた。コポリマーの定義
は、主要な繰り返し単位として用いられるヒドロキシアルカノエートとは異なる、少なく
とも１つの繰り返し単位を有することを示し、ホモポリマーを除く。
【００１９】
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　そのため、成分（Ｉ）は、好ましくは１以上の３－ヒドロキシアルカノエートのコポリ
マーを含む。より好ましくは、ＰＨＡ組成物は、成分（Ｉ）として、３－ヒドロキシアル
カノエートと４を超える炭素原子を有する３－ヒドロキシアルカノエートとの１以上のコ
ポリマーを含み；及び／又は３－ヒドロキシブチレートと４以上の炭素原子を有する４－
ヒドロキシアルカノエートとの１以上のコポリマーを含み；及び／又は３－ヒドロキシブ
チレートと２以上のヒドロキシアルカノエートとのターポリマーを含む。そうしたコポリ
マーの典型的で好ましい例としては、３－ヒドロキブチレートと４－ヒドロキブチレート
とのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－４ＨＢ）、３－ヒドロキブチレートと３－ヒドロキシ
バレレートとのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＶ）、３－ヒドロキブチレートと３－
ヒドロキシヘキサノエートとのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＨ）、及び３－ヒドロ
キシブチレートと３－ヒドロキシオクタノエートとのコポリマーｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３Ｈ
Ｏ）が挙げられる。Ｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＶ）が最も好ましい。
【００２０】
　ポリヒドロキシアルカノエートのブレンドも用いることができる。そうしたブレンドは
、少量のホモポリマー（すなわち、そうしたヒドロキシアルカノエートのブレンドの最大
で１／４まで）も含んでもよい。一方、ホモポリマーの存在は好ましくは除かれる。例え
ば、好ましくは、ＰＨＡ組成物は５質量％未満、好ましくは３質量％未満のポリ（３－ヒ
ドロキシブチレート）ホモポリマーを含む。
【００２１】
　ポリヒドロキシアルカノエートは、好ましくは３５～８５質量％の量で存在する。興味
深いことに、少なくとも３５質量％のポリヒドロキシアルカノエート成分（Ｉ）により、
耐久性組成物ができることが見いだされた。これは、この成分が本質的に非常に生分解性
であるため、驚くべきことである。用語「耐久性」は、組成物について用いられる場合、
生分解性の反対を意味する。
【００２２】
　「耐久性」及び「生分解性」の用語は、両方とも明確に定義されていない用語である。
ウィキペディア（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）によれば、経済学の分野において、耐久性物品又
は頑丈な（ハード）物品とは、すぐに傷むことのない物品であり、より具体的には、１回
の使用で完全に消費されるのではなく、何回にもわたる有用性をもたらす物品である。冷
蔵庫、自動車、又は携帯電話等の非常に耐久性のある物品は、通常、３年以上の使用に有
用であり続け、そのため耐久性物品は典型的には、次の購入の間に長い期間があることを
特徴とする。消費者耐久性物品の例としては、自動車、生活用品（家電製品、消費家電製
品、家具等）、スポーツ用品、及び玩具が挙げられる。
【００２３】
　非耐久性物品又は軟質（ソフト）な物品（消耗品）は、耐久性物品の反対である。これ
らは、一度の使用ですぐに消費されるか、または３年未満の寿命を有する物品として定義
され得る。
【００２４】
　生分解性組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ６４００標準に基づいて、１８０日以内に少なくとも
６０％の生分解を受ける組成物である。一方、耐久性組成物は、この条件で１０％未満の
生分解を保つ。
【００２５】
　本発明に係る組成物は、この組成物中の他の成分、より具体的に成分（ＩＩ）により、
耐久性物品の調製に用いられ得る。成分（ＩＩ）は、本明細書に定義される１以上の熱可
塑性ポリマー（ＩＩａ）及び（ＩＩｂ）から選択され得る。
【００２６】
　好ましくは、熱可塑性ポリウレタン（ＩＩａ）が成分（ＩＩ）として用いられ、より好
ましくは、ＴＰＵは２００℃未満、好ましくは１９０℃未満、より好ましくは１８０℃未
満の融点（ＡＳＴＭ３４１８により測定）を有する。代わりに又は加えて、熱可塑性ポリ
ウレタン（ＩＩａ）は、好適には、４０℃未満のガラス転移温度Ｔｇ（ＩＳＯ　１１３５
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７により測定）、及び／又は５６ショアーＤ未満の硬度（ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０により測
定）を有し得る。米国特許第５３４４８８２及び５７３１３８０号（参照により本明細書
に組み込まれる）に記載された熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵｓ）等のＴＰＵｓは、特に
成分（ＩＩａ）として有効である。本発明の組成物の使用に適した熱可塑性ポリウレタン
は、市場から入手可能なもの、又は当該技術分野において公知の方法により調製されるも
のから選択することができる。例えば、「Ｒｕｂｂｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、第２
版、Ｍａｕｒｉｃｅ Ｍｏｒｔｏｎ編（１９７３）、第１７章、ウレタンエラストマー、
Ｄ．Ａ．Ｍｅｙｅｒ著、特に第４５３－６を参照。本発明で用いられる熱可塑性ポリウレ
タンは、ポリエステル又はポリエーテルポリオールとジイソシアネートとの反応に由来し
、場合によっては、そうした成分と鎖延長剤、例えば低分子量ポリオール、好ましくはジ
オールとのさらなる反応、又はそうした成分とウレア結合を形成するジアミンとのさらな
る反応に由来する。熱可塑性ポリウレタンは、一般的に柔軟な部分（ソフトセグメント）
、例えばポリエーテル又はポリエステルポリオールと、通常、低分子量ジオールとジイソ
シアネートとの反応に由来する堅い部分（ハードセグメント）とから成る。ハードセグメ
ントを有さない熱可塑性ポリウレタンも使用することができるが、最も有効なものは柔軟
な部分と堅い部分の両方を含むものである。ＴＰＵｓを調製する方法は公知であり、単一
又は多数工程の重合のどちらも挙げられる。単一工程又は「ワンショット」法の重合にお
いて、ジイソシアネート、ポリオール、及び鎖延長剤を組み合わせて反応させ、一方、多
数工程の方法において、最初にポリオールとジイソシアネートとを反応させてプレポリマ
ーを生成し、次いでこのプレポリマーを鎖延長剤と反応させて分子量を構築する。これら
の方法は、例えば米国特許第３４９３６３４号、米国特許第３６４２９６４号、米国特許
第４１６９１９６号、米国特許第４２０２９５７号、及び米国特許第４６６５１２６号に
記載されている。
【００２７】
　より好ましくは、このＴＰＵはブロックコポリマーである。芳香族イソシアネート、好
ましくは４，４’－メチレンジフェニルジイソシアネート（ＭＤＩ）と反応させた、飽和
ポリエステル、好ましくはアジピン酸に基づくポリウレタンにより優れた結果が達成でき
た。最も好ましくは、ＴＰＵはＬａｒｉｐｕｒ（登録商標）８０２５として市場で入手可
能なブロックコポリマーである。この成分は単一の成分（ＩＩ）として使用できるが、好
ましくは、以下に記載するとおり、他の熱可塑性ポリマーと組み合わせて用いられる。
【００２８】
　成分（ＩＩ）として好適な別の熱可塑性ポリマーは、０．２５ｇ／１０分を超えるメル
トフローインデックス（ＡＳＴＭ　Ｄ１２３８、１７５℃／２．１６ｋｇ）、及び／又は
１５０℃未満、好ましくは１２０℃未満、より好ましくは１００℃未満のガラス転移温度
Ｔｇを有するアクリルポリマーが挙げられる。この表現には、ブタジエンベース及び／又
はアクリルベースゴムであり、架橋したコアを有するブロックコポリマー（ＩＩｂ１）も
含む。例えば、ＰＡＲＡＬＯＩＤの商品名でＲｏｈｍ＆Ｈａｓｓ社より入手できるものな
どの、メタクリレート／ブタジエン／スチレン多相複合共重合体が好適である。この成分
は、好ましくは架橋ブタジエンアクリロニトリルエラストマー、及び／又は架橋アクリレ
ートターポリマーであり、より好ましくは架橋スチレン－アクリレートエラストマーであ
る。最も好ましくは、この成分はアクリレート、スチレン、及びアクリロニトリルのブロ
ックコポリマーであり、これはＳｕｎｉｇｕｍ（登録商標）Ｐ２１００として市場で入手
可能である。Ｓｕｎｉｇｕｍ（登録商標）Ｐ９５は、スチレン、アクリロニトリル、ブチ
ルアクリレート、メチルメタクリレート、アクリル酸、メタクリル酸、及びジビニルベン
ゼンの共重合により得られるコポリマーゴムである、好適な成分である。他の好適なアク
リルポリマーは、物品に成形した場合に良好な耐候性、着色性、並びに引張及び伸び特性
の有用なバランスを示す、アクリル熱可塑性エラストマーを記載しているＥＰ５８３２９
６に記載されている。この文献に記載されている方法は、コア／シェル粒子の形成を回避
している。
【００２９】
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　代わりに、アクリルポリマーは、マレイン基及び／又はグリシジル基を含むターポリマ
ー（ＩＩｂ２）であってもよい。例えば、米国特許第５３８０７８５号（参照により本明
細書に取り込まれる）は、（ａ）ブチルアクリレート、又は場合によって、最大で約４０
％の２－エチルヘキシルアクリレートを含む、ブチルアクリレートと２－エチルヘキシル
アクリレートとの混合物、（ｂ）メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、メチル
アクリレート、及びエチルアクリレートから成る群から選択される少なくとも１種、（ｃ
）アクリロニトリル、（ｄ）スチレン、（ｅ）マレイン酸のハーフエステル石鹸および（
ｆ）架橋剤を含んでなる繰返し単位で構成されるアクリレートターポリマーゴムを具体的
に開示している。米国特許第５６１６６５１号及び米国特許第６３３７３７４号には、そ
うした組成物とコポリマーゴムの調製が記載されており、参照により本明細書に組み込ま
れる。好ましくは、この成分は、エチレン、アクリレート又はメタクリレート、例えばそ
のメチルエステル、及びグリシジルメタクリレート又はグリシジルアクリレートのターポ
リマーであり、より好ましくはＬｏｔａｄｅｒ（登録商標）ＡＸ　８９０００として市場
で入手可能なターポリマーである。
【００３０】
　熱可塑性ポリウレタンポリマー（ＩＩａ）及びアクリルポリマー（ＩＩｂ、ＩＩｂ１、
又はＩＩｂ２）は、再生可能な天然資源に由来するモノマーを含み得る。
【００３１】
　生分解性組成物において、ＰＨＡに加えて、成分（ＩＩ）として生分解性ポリマーを使
用することは一般的である。そうした生分解性ポリマーは、ＡＳＴＭ　Ｄ６４００基準に
基づいて、１８０日以内に少なくとも６０％の生分解を受ける。例としては、ＰＬＡ；Ｐ
ＣＬ；ＰＢＳ；脂肪族ポリ無水物；ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）；澱粉及び澱粉誘導
体；並びにセルロースエステル及びその誘導体が挙げられる。本発明の組成物において、
耐久性物品のためには、そうした生分解性又はたい肥にできるポリマーはむしろ望まれな
い。それでも、少量のそうしたポリマーが組成物中に含まれる。例えば、ＰＬＡ及びＰＶ
Ａは、顔料マスターバッチ組成物のキャリヤ（希釈剤）としてしばしば用いられる。した
がって、そうしたポリマーが存在する場合、組成物の５質量％を超えて含まれるべきでは
ない。
【００３２】
　さらに、ＰＬＡの存在は、ＰＨＡ組成物の機械的特性に不利な影響を与えることが分っ
ている。そのため、ＰＬＡの存在は、シャルピー試験（ＩＳＯ１７９、１ｅＵ、ノッチな
し）により測定されるより低い耐衝撃性、及び低い破断伸び（ＡＳＴＭ　Ｄ６３８）をも
たらす。同様に、単一の成分（ＩＩ）としてのＰＢＳの存在は、破断伸びのわずかな向上
しかもたらさず、一方で、ＴＰＵの使用は、破断伸びと耐衝撃性の両方を大幅に向上させ
る。
【００３３】
　換言すると、成分（ＩＩ）の存在は、ＰＨＡ組成物の耐久性にとって不可欠なだけでは
なく、これは機械的特性（耐衝撃性及び破断伸び）の大幅な向上ももたらす。そのため、
アクリルポリマーとＴＰＵの組み合わせが用いられる場合、破断伸びにとって相乗効果が
見いだされた。そのため、そうした成分の組み合わせを用いることが好ましい。アクリル
ポリマーとＴＰＵの組み合わせが用いられる場合、このアクリルポリマーはどんなアクリ
ルポリマーでもよいが、好ましくは、上述した、アクリルブロックコポリマー（ＩＩｂ）
及びアクリルターポリマー（ＩＩｂ２）から選択される。成分の組み合わせが用いられる
場合、ＴＰＵ成分とアクリルポリマー成分の組み合わせは、３：１～１：３、好ましくは
２：１～１：２の相対質量の量で用いられる。
【００３４】
　好ましくは、非ポリヒドロキシアルカノエート成分（ＩＩ）は、１０～３５質量％の量
で用いられる。
【００３５】
　必須成分ではないが、通常、充填剤が成形物品に用いられる。本発明に係る組成物にお
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いて、一般的な充填剤が使用され得る。そのため、成分（ＩＩＩ）は、無機充填剤、合成
充填剤、又はこれらの組み合わせから選択され、好ましくは、タルク、炭酸塩、ケイ酸塩
（より好ましくはクレー又はゼオライト）、及び／又は金属酸化物（より好ましくは、酸
化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム）から選択される無機充填剤であり得る。組成物
中の充填剤の量は、大きく変動する。好ましくは、充填剤の量は１０～３０質量％である
。
【００３６】
　必須成分ではないが、通常、成形のために組成物中に可塑剤を使用する。しかしながら
、本件発明者らは、可塑剤により、組成物の機械的特性が不利益を被る可能性があること
見出した。驚くべきことに、エポキシ化オイルが、破断伸び及び耐熱軟化抵抗性の最も良
いバランスをもたらす。このオイルは、化石燃料又は植物起源であり得る。エポキシ化オ
イルは、環式脂肪族を含む脂肪族化合物、又は芳香族化合物であることができ、好ましく
は酸化分解を受けるオレフィン不飽和構造を含まない。そうした化合物の好ましい例は、
エポキシ置換エーテル、エステル、ホスホネート等、及びエポキシ置換高分子量ポリマー
である。最も好ましい化合物は、１，２－エポキシオクタデカン、スチレンエポキシド、
ブチルエポキシステアレート、エポキシ化ポリブタジエン、ポリ（アルキルグリシジル）
エーテル、ｐ－クロロフェノキシプロピレンオキシド、ジシクロペンタジエンジエポキシ
ド、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテル、並びにエポキシ化脂肪酸トリグリセリド
、例えば、エポキシ化大豆油、アマニ油、ヒマワリ種子油、ベニバナ油、麻実油、オイチ
シカ油、ゴマ油、綿実油、ヒマシ油、オリーブ油、ピーナッツ油、菜種油、ヤシ油、ババ
ス油、及びパーム油等の、少なくとも６個の炭素原子から成る化合物である。好ましくは
、成分（ＩＶ）は、植物資源の油のエポキシ化オイルであり、より好ましくはエポキシ化
大豆油である。植物資源のエポキシ化オイルの使用は、非化石燃料炭素の割合をさらに上
げることを可能にする。成分（ＩＶ）は好ましくは１～１５質量％の量で用いられる。
【００３７】
　最後に、ポリヒドロキシアルカノエート組成物は、１以上の一般的な添加剤を含んでも
よい。好適な添加剤としては、抗酸化剤、抗加水分解剤、ＵＶ安定剤、顔料、及び表面修
飾剤が挙げられる。他の使用可能な添加剤としては、発泡剤、離型剤、アンチスクラッチ
剤、及び抗生物質が挙げられる。
【００３８】
　本発明に係る組成物中に用いられる充填剤、可塑剤及び添加剤は、天然資源又は合成原
料から得られ得る。これらのいくらかは、好適には、再生可能な天然資源に由来し得る。
【００３９】
　本発明の組成物は、典型的な条件下で、通常の成形方法において好ましくは用いられる
。設定される温度は、ポリプロピレンベース組成物が用いられる場合の温度よりも、僅か
に低く設定され得る。この点を除いて、さらに他に設備の適応等は必要ではない。実際に
、ＰＰベース組成物に代替できることは、本発明の利点の１つである。
【００４０】
　本発明の組成物は好ましくは耐久性物品（商品）の製造に用いられ、これらの耐久性物
品が２０質量％、好ましくは４０質量％、より好ましくは６０質量％を超える非化石燃料
炭素を含むものとしてラベルされる（又は、表示される）ことを可能にする。本発明の組
成物から製造された耐久性物品は、新規であるものと信じられている。これらはまた、５
０質量％を超える非化石燃料炭素を含むものとしてラベルされ、市販されてもよい。した
がって、本件の特許請求の範囲には、本発明の組成物により製造された物品も記載してい
る。特に、自動車用品、生活用品（家電、消費家電、家具等）、スポーツ用品、及び玩具
用に製造された物品である。
【００４１】
　本発明は、以下の実施例により詳細に説明される。
【実施例】
【００４２】
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＜方法の概要＞
　機械的特性：
　・「破断伸び」（ＡＳＴＭ　Ｄ６３８）は、力を受ける試料が２つの断片に破断する前
に耐えることができる最大変形を測定する。本発明において、大きい値の方が望ましい。
　・「破断強度」（ＡＳＴＭ　Ｄ６３８）は、試料が２つの断片に破断する前に耐えるこ
とができる最大の力を測定する。本発明において、大きい値の方が望ましい。
　・「曲げ弾性率」（ＡＳＴＭ　Ｄ７９０）は、試料を曲げるのに必要な力を測定する。
必要性に応じて、大きい値又は小さい値のどちらかが望ましい。
　・「アイゾット（Ｉｚｏｄ）」復元力／衝撃強さ試験法（ＡＳＴＭ　Ｄ２５６）は、破
断の前に吸収されるエネルギーを測定する。材料により多くのエネルギーが吸収されるほ
ど、その試験サンプルを破砕するのが難しい。試験はノッチされた試料を用いて０℃にて
行った。試料が破断しなかった場合、又は部分的にのみ破断した場合、これらはそれぞれ
「ＮＢ」又は「ＲＰ」と評価した。本発明において、高い値の方が望ましいが、ＲＰがよ
り望ましく、ＮＢはＲＰよりもさらに望ましい。
　・「シャルピー（Ｃｈａｒｐｙ）」復元力／衝撃強さ試験法（ＩＳＯ　１７９　１ｅＵ
）は、アイゾット試験と同じ特性を測定する。この場合、試料はノッチされておらず、試
験を表中に示された温度で行った。
【００４３】
　熱的特性：
　・「ビカット（Ｖｉｃａｔ）」（ＡＳＴＭ　Ｄ１５２５）は、特定の負荷及び昇温速度
条件下で、１ｍｍ２の平面の端面を有するニードルが材料中に１ｍｍまで食い込んだ際の
温度を測定する。ビカット軟化温度は、異なる材料の熱軟化特性を比較するのに用いるこ
とができる。この測定は、他の示唆がない限り、５０℃／時間の昇温速度、１０Ｎの負荷
で行われる。本件において、高い値の方が望ましい。
【００４４】
　審美的特性：
　・「グロス（光沢）６０°」は、表面により反射される光の量を測定する。本件におい
て、高い値の方がより良い。
　・「表面張力」は、表面の極性の間接的な測定である。本件において、塗料／接着剤が
より容易に塗布できるため、高い値の方がより良い。
【００４５】
　環境特性：
　・「再生可能資源の質量％」（「環境特性」）は、その炭素が再生可能資源に由来する
（本明細書において、「非石化燃料炭素」とも示している）成分のｗ／ｗ％を示す。本件
の場合、より高い方がより良い。
【００４６】
＜原材料の概要＞
　実施例において、以下の原材料が用いられた：
　・Ｐ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＶ）又はＰＨＢＶ（Ｅｎｍａｔ（登録商標）、ＴＩＡＮＡＮ
社）
　・ＴＰＵポリマー、Ｌａｒｉｐｕｒ（登録商標）８０２５、アジピン酸ベースポリウレ
タン、ＣＯＩＭ社
　・アクリルポリマー、Ｓｕｎｉｇｕｍ（登録商標）Ｐ２１００、ＥＬＩＯＫＥＭ社
　・ＰＬＡ
　・ＰＢＳ、Ｂｉｏｎｏｌｌｅ（登録商標）、ＳＨＯＷＡ社
　・エポキシ化大豆油（ＥＳＢＯ）、ＶＩＫＯＦＬＥＸ（登録商標）７１７０、ＡＲＫＥ
ＭＡ社
　・クエン酸トリエチル、Ｃｉｔｒｏｆｏｌ（登録商標）、ＪＵＮＧＢＵＮＺＬＡＵＥＲ
　・グリセリン
　・ポリアジペート、Ｐａｌａｍｏｌｌ（登録商標）、ＢＡＳＦ社
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　・タルク　ＣＡＳ　１４８０７－９６－６
【００４７】
＜実施例１、ＰＰとの対比＞
　表１は６９．２ｗｔ％のポリプロピレン、０．５ｗｔ％の抗酸化剤、０．８ｗｔ％の二
酸化チタン、及び２９．５ｗｔ％のタルクに基づくＰＰベースの組成物と、５６．５ｗｔ
％のＰ（３ＨＢ－ｃｏ－３ＨＶ）、１６．０ｗｔ％のＴＰＵ、０．５ｗｔ％の抗酸化剤、
３．５ｗｔ％のエポキシ化大豆油、及び２３．５ｗｔ％のタルクを含む、本発明に係るＰ
ＨＡ組成物との比較を示す。この表は、ＰＨＡ組成物がＰＰベースの組成物と同様であり
、曲げ弾性率、熱的特性、及び光沢の点において、ＰＰベースの組成物よりも特性が優れ
てさえいることを示す。
【００４８】
　以下の表はＰＰベースの組成物とＰＨＡベースの組成物の成分の量を表している。
【００４９】
【表１】

【００５０】
＜実施例２、ＰＬＡの不利な作用＞
　表２はこのモデル試験で用いられた成分を示している。この場合において、可塑剤は使
用しなかった。一の組成物は、成分（ＩＩ）としてＴＰＵを用いて調製し、比較組成物は
ＰＬＡを用いて調製した。表３において、機械的特性の効果を示す。この表は衝撃強さ（
復元力）及び破断伸びの両方における不利な効果を明白に示している。
【００５１】
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【表２】

【００５２】
【表３】

【００５３】
＜実施例３、成分（ＩＩ）＞
　表４は純粋なＰＨＡを含む組成物（比較）及びＴＰＵポリマー、アクリルポリマー又は
ポリウレタン及びアクリルポリマーの混合物を含む組成物を示している。表５は、物理的
特性の測定結果を示している。
【００５４】
　試験例３と比較した試験例４及び５は、本件の特許請求の範囲に記載した非ＨＰＡ成分
（ＩＩ）と、アクリルポリマー又はＴＰＵポリマーのいずれかとの存在が、復元力及び破
断伸びの両方の値を向上させることを示している。
【００５５】
　試験例４と比較した試験例５は、アクリルポリマーの存在が、同量のＴＰＵを含む組成
物よりも、より大きい値の破断伸びをもたらすことを示している。そのため、試験例５の
組成の材料で製造された物品は、試験例４の組成で製造されたものよりも、破断する前に
より大きい変形にも耐え得る。
【００５６】
　それにもかかわらず、試験例４と試験例５の比較は、同量のアクリルポリマーを含む組
成物よりも、ＴＰＵの存在がより大きい値のビカットをもたらすことを示している。その
ため、試験例４の組成の材料で製造された物品は、試験例５の組成で製造された物品より
も、温暖な環境で使用されるのにより好適である。試験例６は、破断伸びの値を考慮した
場合に、アクリルポリマー及びＴＰＵの両方の使用の相乗効果を示している。
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【００５７】
【表４】

【００５８】
【表５】

【００５９】
＜実施例４、可塑剤の選択＞
　表６は異なる可塑剤を含む組成物を示しており、ここで、エポキシ化大豆油が本発明の
好ましい可塑剤である。グリセリン、クエン酸トリエチル、及びポリアジペートは一般的
な可塑剤であるが、本発明の組成物においては好ましくない。表７に結果を示す。
【００６０】
　試験例１０、１１、１２、及び１３は破断伸びの異なる値を示す。最も大きい値は、エ
ポキシ化大豆油が用いられた試験例１０により得られる。破断伸びと耐熱軟化抵抗性の間
の最も良いトレードオフを示すことから、エポキシ化大豆油の使用が好ましい。
【００６１】
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【表６】

【００６２】
【表７】

【００６３】
＜実施例５、可塑剤の量＞
　表８は異なる量のエポキシ化大豆油を含む本発明に係る組成物を示している。表９には
結果を示している。
【００６４】
　試験例１４、１５、及び１６の復元力は、可塑剤の増量により向上している。可塑剤の
増量により弾性率は減少する。試験例１６は高い耐衝撃性を有する可塑性材料である。
【００６５】
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【表８】

【００６６】
【表９】

【００６７】
＜実施例６、成分（ＩＩ）の選択＞
　表１０は非ＨＰＡ成分（ＩＩ）又は異なる成分（ＩＩ）を含む組成物を示す。表１１は
結果を示す。
【００６８】
　試験例７は、試験例８及び９と比較して最も低い復元力と破断伸びの値を示している。
試験例８と９の比較は、ＴＰＵが、ＰＢＳ等の脂肪族ポリエステルと比べてより効果的（
約２倍）であることを示す。
【００６９】
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【表１０】

【００７０】
【表１１】

【００７１】
＜実施例７、本発明に係る組成物＞
　本発明の好ましい実施形態により、３種の組成物を調製した。このすべてが良好な特性
を示した。
【００７２】
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【表１２】

【００７３】
【表１３】

【００７４】
＜実施例８、コア‐シェル型コポリマーとの対比＞
　コア‐シェル型アクリルゴム熱可塑性ポリマーと比較した本発明に係る組成物の有効性
を示すために、３種の組成物を調製した。試験例１７には熱可塑性ポリマーを加えなかっ
た。試験例１８には実施例７の例２に加えたアクリルポリマーと同じものを加え、試験例
１９にはコア層としてのアクリルゴムとシェル層としてのビニルモノマー由来ポリマーを
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含むコア‐シェルグラフトコポリマー（Ｋａｎｅ　Ａｃｅ　Ｍ－４１０、カネカ社）を加
えた。組成を表１４に示す。
【００７５】
　破断伸びと耐衝撃性を測定した。結果を表１５に示す。
【００７６】
【表１４】

【００７７】
【表１５】

【００７８】
　この結果は、本願発明に係る組成物が他の２種の組成物よりも良好な特性を有すること
を明確に示している。
【００７９】
＜実施例９、２種のＰＨＡの混合物との比較＞
　複数のＰＨＡの混合物を含む本発明に係る組成物の有効性を示すために、表１６に示す
組成物を調製した。その組成物の特性を試験した。試験結果を表１７に示す。
【００８０】



(20) JP 5956614 B2 2016.7.27

10

20

30

【表１６】

【００８１】
【表１７】
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